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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１ベルトと連結している第１端部と、
　前記第１端部から延長されるアーム、該アームの端部に形成される突出部を含む一対の
フックとを有する雄ラッチ、
　及び、
　第２ベルトと連結している第２端部と、
　前記第２端部の反対側面に形成され前記一対のフックが挿入される挿入部と、
　前記挿入部を通して挿入された前記一対のフックの前記突出部のそれぞれを固定させる
ための受容部とを有し、前記雄ラッチと結合される雌レセプタクル
を含むバックルにおいて、
　前記雄ラッチの前記アームは、復元力を有する弾性体からなり、
　前記雄ラッチの前記突出部は、
　前記アームの上側面を形成する第１面から突出された第１突出面を有する第１突出部、
　前記アームの左側面を形成する第２面から突出された第２突出面を有する第２突出部、
　前記アームの右側面を形成する第３面から突出された第３突出面を有する第３突出部、
及び、
　前記第１突出部の反対方向に突出された支持部
を含み、
　前記突出部の前記三つの突出面は、前記アームの延長方向の垂直方向に対し斜めに形成
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され、
　前記突出部の前記三つの突出面の上部面は、それぞれ曲線をなし、
　前記第１突出部は、前記第２突出部及び前記第３突出部とそれぞれ互いに階段状に形成
され、
　前記第２突出部及び前記第３突出部は、上部面が突出された曲線形態の面で構成され、
　前記支持部は、前記第１、第２、第３突出部の全てに連結されて、前記突出部を支持し
、
　前記雌レセプタクルの前記受容部は、
　前記雌レセプタクルの両側面の外枠方向の各々から、前記雌レセプタクルの中心方向に
曲げられた形態で構成され、曲げられた部分は、前記雌レセプタクルの内部と外側が連通
され、前記挿入部を通して前記雌レセプタクルの内部に挿入された前記雄ラッチの前記突
出部は、前記受容部から外部に突出されることができ、
　前記受容部を構成する面のうち、前記挿入部の開放面に向かう面には、前記三つの突出
面が通過し、係止される係止突起が形成され、
　前記係止突起の内側面には、前記係止突起を支持するための支持台が形成されることを
特徴とするバックル。
【請求項２】
　前記雄ラッチは、前記第１端部から延長され、前記一対のフックの中央に配置されるガ
イド突起をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のバックル。
【請求項３】
　前記雌レセプタクルの内部には、前記ガイド突起をガイドするためのガイドが形成され
ることを特徴とする請求項１に記載のバックル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、雌レセプタクル(ｆｅｍａｌｅ　ｒｅｃｅｐｔａｃｌｅ)及び雄ラッチ(ｍａ
ｌｅ　ｌａｔｃｈ)が互いに着脱自在に製作されたバックルに係り、より詳しくは、雄ラ
ッチの形状が変化するバックルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、バックルは、雌レセプタクル及び雄ラッチからなり、腰ベルト、登山用リュッ
クサックや学生用カバン等の肩紐等に幅広く用いられている。
【０００３】
　すなわち、バックルは、雌レセプタクル及び雄ラッチが互いに着脱自在に連結されてい
るもので、雄ラッチには弾性力を有する一対のフックが形成され、雌レセプタクルには雄
ラッチのフックを受容できる受容部が形成され、雌レセプタクル及び雄ラッチのそれぞれ
の端部には、ベルトや肩紐等(以下、簡単に“ベルト”と称する)の端部と結合される連結
器が具備される。
【０００４】
　図１～図３は、従来のバックルの多様な構成を示す例示図である。
【０００５】
　従来のバックルは、図１～図３に示すように、雌レセプタクル１２ａ～１２ｃ及び雄ラ
ッチ１１ａ～１１ｃからなる。
【０００６】
　雄ラッチ１１ａ～１１ｃには、中央にガイド突起が形成され、両側に一対のフックが形
成される。
【０００７】
　雌レセプタクル１２ａ～１２ｃには、雄ラッチ１１ａ～１１ｃに形成されたガイド突起
と一対のフックとが挿入される挿入部(図示せず)が形成され、両側に曲面をなす受容部が
形成されて、雄ラッチ１１ａ～１１ｃのフックが係止されるように構成される。
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【０００８】
　一方、雌レセプタクル１２ａ～１２ｃ及び雄ラッチ１１ａ～１１ｃのそれぞれの端部に
形成された連結器により、雌レセプタクル１２ａ～１２ｃ及び雄ラッチ１１ａ～１１ｃが
ベルトに連結される。
【０００９】
　前述したような従来のバックルの動作方法は、次の通りである。
【００１０】
　雄ラッチ１１ａ～１１ｃ及び雌レセプタクル１２ａ～１２ｃは、弾性力を有するプラス
チック材質で成形されているため、雄ラッチ１１ａ～１１ｃのフックを形成するアーム１
４ａ～１４ｃ及び突出部１３ａ～１３ｃが、雌レセプタクル１２ａ～１２ｃの受容部に挿
入される時、中央のガイド突起方向に変形されて挿入される。このとき、雌レセプタクル
１２ａ～１２ｃの受容部にフックが位置する場合、フックが元の状態に復元されながら、
フックの突出部１３ａ～１３ｃが受容部の係止突起に係止されることで、雄ラッチ１１ａ
～１１ｃ及び雌レセプタクル１２ａ～１２ｃが結合される。
【００１１】
　これとは反対に、雌レセプタクル１２ａ～１２ｃの受容部に位置した雄ラッチ１１ａ～
１１ｃのフックが使用者により内側に押し入れると、フックの突出部１３ａ～１３ｃａが
受容部の係止突起から逸脱しながら、結合されていた雌レセプタクル１２ａ～１２ｃ及び
雄ラッチ１１ａ～１１ｃが分離される。
【００１２】
　しかしながら、従来のバックルは、受容部の係止突起と接するフックの突出部１３ａ～
１３ｃの突出面が一つ又は二つの側面に形成されているため、雄ラッチ１１ａ～１１ｃ及
び雌レセプタクル１２ａ～１２ｃの結合力が弱くなって、外部の小さな圧力によっても雄
ラッチ１１ａ～１１ｃが雌レセプタクル１２ａ～１２ｃから分離され易いという問題点が
ある。
【００１３】
　例えば、図１に示すように、特許文献１、韓国特許登録第０４５２５６５号には、雄ラ
ッチ１１ａのフック突出部１３ａがアーム１４ａの外部面を互いに異なる高さで囲むよう
に延長されているものが開示されている。雄ラッチ１１ａのフックは、アーム１４ａの上
側面、すなわち、第１面の全部と、アーム１４ａの両側面、すなわち、第２の面及び第３
の面を極の一部分として囲む“Ｖ”字状の突出面からなる。
　図２に示す従来の雄ラッチ１１ｂのフックは、突出部１３ｂがアーム１４ｂの両側面、
すなわち、第２面及び第３面から同一の高さに延長されており、図３に示す従来の雄ラッ
チ１１ｃのフックは、突出部１３ｃがアーム１４ｃの上側面、すなわち、第１面から同一
の高さに延長された矩形の突出面からなる。
【００１４】
　すなわち、従来のバックルに形成されている突出部１３ａ～１３ｃは、アーム１４ａ～
１４ｃの一側面又は両側面から突出されているため、係止突起との接触面が小さくなる。
これにより、係止突起との結合力が低下するという問題点がある。
【００１５】
　さらに、前述したような従来のバックルは、雄ラッチ１１ａ～１１ｃの突出部１３ａ～
１３ｃが一つ又は二つの突出面からなるため、力の分散力が小さくなる。よって、ベルト
から過度な力が印加されると、突出部１３ａ～１３ｃの破損又は雌レセプタクル１２ａ～
１２ｃの係止突起の破損により、バックルのオープンが発生し得るという問題点がある。
【特許文献１】韓国特許登録第０４５２５６５号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明は前記のような点に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、雄ラッチのフ
ックに形成される突出部が、アームの三つの側面から突出された三つの突出面を有するよ
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うに形成されるバックルを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
前記目的を達成するための本発明のバックルは、第１ベルトと連結している第１端部と、
前記第１端部から延長されるアーム、該アームの端部に形成される突出部を含む一対のフ
ックとを有する雄ラッチ、及び、第２ベルトと連結している第２端部と、前記第２端部の
反対側面に形成され前記一対のフックが挿入される挿入部と、前記挿入部を通して挿入さ
れた前記一対のフックの前記突出部のそれぞれを固定させるための受容部とを有し、前記
雄ラッチと結合される雌レセプタクルを含むバックルにおいて、
　前記雄ラッチの前記アームは、復元力を有する弾性体からなり、前記雄ラッチの前記突
出部は、前記アームの上側面を形成する第１面から突出された第１突出面を有する第１突
出部、
前記アームの左側面を形成する第２面から突出された第２突出面を有する第２突出部、前
記アームの右側面を形成する第３面から突出された第３突出面を有する第３突出部、及び
、前記第１突出部の反対方向に突出された支持部を含み、前記突出部の前記三つの突出面
は、前記アームの延長方向の垂直方向に対し斜めに形成され、前記突出部の前記三つの突
出面の上部面は、それぞれ曲線をなし、前記第１突出部は、前記第２突出部及び前記第３
突出部とそれぞれ互いに階段状に形成され、前記第２突出部及び前記第３突出部は、上部
面が突出された曲線形態の面で構成され、前記支持部は、前記第１、第２、第３突出部の
全てに連結されて、前記突出部を支持し、前記雌レセプタクルの前記受容部は、前記雌レ
セプタクルの両側面の外枠方向の各々から、前記雌レセプタクルの中心方向に曲げられた
形態で構成され、曲げられた部分は、前記雌レセプタクルの内部と外側が連通され、前記
挿入部を通して前記雌レセプタクルの内部に挿入された前記雄ラッチの前記突出部は、前
記受容部から外部に突出されることができ、前記受容部を構成する面のうち、前記挿入部
の開放面に向かう面には、前記三つの突出面が通過し、係止される係止突起が形成され、
前記係止突起の内側面には、前記係止突起を支持するための支持台が形成されることを特
徴とする。
【００２５】
　前記雄ラッチは、前記第１端部から延長され、前記一対のフックの中央に配置されるガ
イド突起をさらに含むことが好ましい。　
【００３０】
　前記雌レセプタクルの内部には、前記ガイド突起をガイドするためのガイドが形成され
ることが好ましい。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明は、雄ラッチのフックに形成される突出部が、アームの三つの側面から突出され
た三つの突出面を有するため、雌レセプタクルとの結合面積が広くなることで、バックル
の結合力を増大させることができる。
【００３２】
　また、本発明は、三つの突出面に力が分散されるため、雄ラッチの突出部の破損又は雌
レセプタクルの係止突起の破損を防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、添付図面に基づき、本発明の好適な実施例を詳細に説明する。
【００３４】
　図４は、本発明によるバックルの雄ラッチ及び雌レセプタクルが分離されている状態を
示す斜視図であり、図５は、図４に示す雌レセプタクルの詳細斜視図である。
【００３５】
　本発明によるバックルは、図４に示すように、雄ラッチ１１０及び雌レセプタクル１２
０からなり、雄ラッチ１１０及び雌レセプタクル１２０は、自体的に弾性力を有するプラ
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スチック材質で成形されることが好ましい。
【００３６】
　雄ラッチ１１０は、ベルトと結合される第１端部１１１と、第１端部１１１の中央から
突出されているガイド突起１１２と、ガイド突起１１２を中心として第１端部１１１の両
側面から突出された一対のフック１１５とを含み、特に、フック１１５が雌レセプタクル
１２０と結合されるように構成されている。
【００３７】
　第１端部１１１は、雄ラッチ１１０がベルトと結合される部分である。図４に示すよう
に、第１端部１１１の一側にはベルトを結合させる連結器が形成されており、第１端部１
１１のもう一側にはガイド突起１１２及び一対のフック１１５が突出されている。
【００３８】
　ガイド突起１１２は、一対のフック１１５の中央に形成されたもので、一対のフック１
１５が雌レセプタクル１２０に挿入される基準位置をガイドする。しかしながら、ガイド
突起１１２は、必ずしも具備されていなくて良い。
【００３９】
　フック１１５は、ガイド突起１１２を中心として第１端部１１１の両側面から突出され
たもので、雌レセプタクル１２０に挿入されて雌レセプタクル１２０と実質的に結合され
る部分である。さらに、フック１１５は、図４に示すように、第１端部１１１から延長さ
れるアーム１１３と、アーム１１３の端部において、アーム１１３の三つの側面から突出
された三つの突出面を有する突出部１１４とからなる。　
【００４０】
　すなわち、突出部１１４は、アーム１１３の上側面、すなわち第１面から突出された第
１突出面を有する第１突出部１１４ａと、アーム１１３の左側面、すなわち第２面から突
出された第２突出面を有する第２突出部１１４ｂと、アーム１１３の右側面、すなわち第
３面から突出された第３突出面を有する第３突出部１１４ｃとからなる。
【００４１】
　雌レセプタクル１２０は、フック１１５が挿入されて結合されるもので、ベルトと結合
される第２端部１２１と、第２端部１２１の反対側面に形成され、雄ラッチ１１０の一対
のフック１１５(及びガイド突起１１２)が挿入される挿入部１２５と、挿入部１２５を通
して挿入された一対のフック１１５に形成された突出部１１４が挿入部１２５の外部に突
出されるようにし、突出部１１４の各々を固定させるための受容部１２２とからなる。
【００４２】
　第２端部１２１は、雌レセプタクル１２０がベルトと結合される部分である。図４に示
すように、第２端部１２１にはベルトを結合させる連結器が形成される。
【００４３】
　挿入部１２５は、第２端部１２１の反対側面で開放面を有するように形成されたもので
、挿入部１２５の開放面を通して一対のフック１１５(及びガイド突起１１２)が挿入され
る。一方、雄ラッチ１１０にガイド突起１１２が形成されている場合、挿入部１２５の内
部には、ガイド突起１１２をガイドするためのガイド１２６がさらに含まれている。すな
わち、ガイド１２６によりガイド突起１１２が位置合せされることで、ガイド突起１１２
の両側に形成されている一対のフック１１５が受容部１２２に正確に挿入される。
【００４４】
　受容部１２２は、挿入部１２５を通して挿入された一対のフック１１５に形成される突
出部１１４が挿入部１２５の外部に突出されるようにし、突出部１１４が雌レセプタクル
１２０から分離されないようにするためのもので、雌レセプタクル１２０の両側面の外枠
方向の各々から雌レセプタクル１２０の中心方向に曲げられた形態で構成されている。ま
た、曲げられた部分は、雌レセプタクル１２０の内部及び外側が連結されるように貫通さ
れている。よって、挿入部１２５を通して雌レセプタクル１２０の内部に挿入された突出
部１１４は、さらに受容部１２２を通して外部に突出されることができる。
【００４５】
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　一方、受容部１２２を構成する面のうち、挿入部１２５の開放面に向こう面には、突出
部１１４が外部に突出されるようにし、突出された突出部１１４がさらに受容部１２２を
離脱しないようにするために、図４に示すように、突出部１１４と類似している形状の係
止突起１２３が形成される。すなわち、係止突起１２３は、突出部１１４の三つの突出面
と類似している形状で形成され、突出部１１４の貫通又は係止が可能であるように構成さ
れる。
【００４６】
　また、係止突起１２３の内側面、すなわち、雌レセプタクル１２０の内部面のうちの係
止突起１２３が形成されている面には、図５に示すように、係止突起１２３を支持するた
めの支持台１２４が具備される。すなわち、係止突起１２３は、突出部１１４との結合に
より力を受ける部分であって、他の部分より耐久性が一層要求されるため、係止突起１２
３の内側面に支持台１２４がさらに具備され得る。
【００４７】
　図６は、図４に示す雄ラッチのフックの詳細例示図であって、特に、フックの右側面を
示すものである。
【００４８】
　雄ラッチ１１０のフック１１５は、前述したように、第１端部１１１の両側面から突出
されたもので、雌レセプタクル１２０に挿入されて雌レセプタクル１２０と実質的に結合
される部分である。
【００４９】
　本発明に適用されるフック１１５は、第１端部１１１から延長されるアーム１１３と、
アーム１１３の端部から突出された突出面を有する突出部１１４とからなる。特に、本発
明は、突出部１１４が三つの突出面を有するように構成されている。すなわち、突出部１
１４の第１突出面を形成する第１突出部１１４ａは、アーム１１３の上側面から突出され
、突出部１１４の第３面を形成する第３突出部１１４ｃは、アーム１１３の右側面から突
出される。
【００５０】
　突出部１１４の第２突出面を形成する第２突出部１１４ｂは、アーム１１３の左側面か
ら突出されるもので、第３突出部１１４ｃの反対側面に形成されているため、図６には示
されていない。
【００５１】
　突出部１１４の突出面は、図６に示すように、アーム１１３の延長方向の垂直方向から
一定の角度を有するように斜めに形成される。すなわち、突出部１１４の突出面は、アー
ム１１３の表面と垂直をなすが、所定の角度(９０゜未満)を有することで、表面積を増加
させることができ、力を効率よく分散させることができる。
【００５２】
　一方、図６に示すように、突出部１１４の下方に突出された支持部１１４ｄは、突出部
１１４を支持する機能を遂行する。すなわち、支持部１１４ｄは、第１突出部～第３突出
部１１４ａ～１１４ｃに全部連結されており、突出部１１４を支持する機能を遂行する。
【００５３】
　図７は、図４に示す雄ラッチのフックの他の詳細例示図であって、特に、図６のＡ方向
から見たフックの断面を示す。
【００５４】
　すなわち、図７は、フックの突出部の形状をより詳細に示すためのもので、アームの切
断後、図６のＡ方向から見た突出部の状態を示すものである。　
【００５５】
　よって、図７の斜線表示された部分はアーム１１３の切断面であり、アーム１１３を基
準として、上方に突出された部分は第１突出部１１４ａの突出面であり、左側に突出され
た部分は第２突出部１１４ｂの突出面であり、右側に突出された部分は第３突出部１１４
ｃの突出面であり、下方に突出された部分は支持部１１４ｄである。ここで、第２突出部
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１１４ｂ及び第３突出部１１４ｃの上段に形成されるもう一つの曲面は、第２突出部１１
４ｂ及び第３突出部１１４ｃの上部面が、図６に示すように、上部面に突出された曲線形
態で構成されているために現れる面である。
【００５６】
　一方、第１突出部～第３突出部１１４ａ～１１４ｃの上部面は、互いに連結している一
つの曲面をなすように形成され得るが、本発明は、図６に示すように、段顎をなすように
構成される。すなわち、第２突出部１１４ｂ及び第１突出部１１４ａが連結している面と
、第３突出部１１４ｃ及び第１突出部１１４ａが連結している面とは、図７に示すように
段顎が形成される。本発明の前述したような構成は、デザインの側面だけでなく、材料の
節減においても好ましい。
【００５７】
　図８は、図４に示す本発明によるバックルの雄ラッチ及び雌レセプタクルが結合されて
いる状態を示す斜視図であって、図４～図８を参照して本発明によるバックルの動作方法
を説明する。前述したように、本発明によるバックルには、ガイド突起が必ずしも具備さ
れていなくよいが、以下では、説明の便宜上、ガイド突起が形成されているものとする。
【００５８】
　雄ラッチ１１０及び雌レセプタクル１２０を結合させたい使用者は、まず、雄ラッチ１
１０の一対のフック１１５及びガイド突起１１２を雌レセプタクル１２０の挿入部１２５
に挿入する。このとき、ガイド突起１１２は、雌レセプタクル１２０の内部面に形成され
たガイド１２６によりガイドされる。
【００５９】
　一方、挿入部１２５に挿入されて受容部１２２の方向に挿入される突出部１１４は、受
容部１２２に結合される時、中央のガイド突起１１２の方向に変形されて結合される。す
なわち、受容部１２２の係止突起１２３は、挿入部１２５を通して挿入された突出部１１
４の位置よりも雌レセプタクル１２０の中心部に向かっているため、係止突起１２３を通
過する突出部１１４は、係止突起１２３の方向、すなわち、雌レセプタクル１２０の中心
方向に曲げられる。よって、突出部１１４を支持するアーム１１３も、雌レセプタクル１
２０の中心方向に曲げられる。
【００６０】
　しかしながら、突出部１１４が完全に係止突起１２３を通過して受容部１２２の開放面
に位置すれば、弾性体からなるアーム１１３が復元力により元来の位置、すなわち、雌レ
セプタクル１２０の外枠方向に曲げられる。これにより、突出部１１４も元来の位置に復
元される。
【００６１】
　一方、前述したように突出部１１４が元来の位置に復元されると、突出部１１４が受容
部１２２の係止突起１２３に係止されることで、雄ラッチ１１０及び雌レセプタクル１２
０が結合される。すなわち、突出部１１４の三つの突出部１１４ａ～１１４ｃが係止突起
１２３に係止されるため、さらに挿入部１２５の方向に挿入されることができない。よっ
て、雄ラッチ１１０及び雌レセプタクル１２０が結合された状態を維持することになる。
【００６２】
　次に、雄ラッチ１１０及び雌レセプタクル１２０を分離したい使用者は、雌レセプタク
ル１２０の受容部１２２に位置した雄ラッチ１１０の突出部１４０を雌レセプタクル１２
０の内部に押し入れる。
【００６３】
　前述したように、アーム１１３は、弾性体からなるため、雌レセプタクル１２０の内部
に曲げられる。これにより、突出部１１４が受容部１２２の係止突起１２３を通過するこ
とで、結合されている雌レセプタクル１２０及び雄ラッチ１１０が分離されることができ
る。
【００６４】
　雌レセプタクル１２０から分離された雄ラッチ１１０のアーム１１３は、復元力により
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【００６５】
　なお、本発明の詳細な説明では具体的な実施形態について説明したが、本発明の要旨か
ら逸脱しない範囲内で多様に変形・実施が可能である。よって、本発明の範囲は、前述の
実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものに基づ
いて定められるべきである。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
　本発明は、腰ベルト、登山用リュックサックや学生用カバン等の肩紐等に幅広く用いら
れバックルに適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】従来のバックルの多様な構成を示す例示図である。
【図２】従来のバックルの多様な構成を示す例示図である。
【図３】従来のバックルの多様な構成を示す例示図である。
【図４】本発明によるバックルの雄ラッチ及び雌レセプタクルが分離されている状態を示
す斜視図である。
【図５】図４に示す雌レセプタクルの詳細斜視図である。
【図６】図４に示す雄ラッチのフックの詳細例示図である。
【図７】図４に示す雄ラッチのフックの他の詳細例示図である。
【図８】図４に示す本発明によるバックルの雄ラッチ及び雌レセプタクルが結合されてい
る状態を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００６８】
１１０　雄ラッチ
１１１　第１端部
１１２　ガイド突起
１１３　アーム
１１４　突出部
１１５　フック
１２０　雌レセプタクル
１２１　第２端部
１２２　受容部
１２３　係止突起
１２４　支持台
１２５　挿入部
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